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会 議 録 

 

会議の名称 令和６年度 第１回 松伏町廃棄物減量等推進審議会 

開催日時 
令和６年６月２０日（木） 

午後３時００分から午後４時３０分まで 

開催場所 松伏町役場 第二庁舎 ３階 ３０１会議室 

出席委員氏名 
大塚会長、中山副会長、今井委員、河田委員、 

横内委員、前田委員、鈴木委員、小島委員 

欠席委員氏名 石川委員、佐藤委員 

事務局等 

環境経済課 課長 後藤 秀徳 

環境経済課 主査 小沢 輝彦 

環境経済課 主任 松土 千麿 

次第 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 議題 

（１）松伏町一般廃棄物処理基本計画について（報告） 

（２）令和６年度松伏町一般廃棄物処理実施計画につい 

   て（報告） 

（３）令和５年度松伏町一般廃棄物処理の現状と実績に 

   ついて（報告） 

（４）令和７年度に向けた取り組みについて 

（５）その他 

４ 閉 会 

配布資料 

・松伏町廃棄物減量等推進審議会傍聴要綱・・・別添 1 

・松伏町一般廃棄物処理基本計画・・・・・・・別添２ 

・令和６年度松伏町一般廃棄物処理実施計画・・別添３ 

・令和５年度ごみ処理実績とごみ処理フロー・・別添４ 

・令和６年度松伏町ごみ収集カレンダー・・・・別添５ 

傍聴人 ０名 

会議録作成者 環境経済課 生活環境担当 主任 松土 千麿 

 

 

協議または調整の要旨 

 

議事 発言者 発言内容・決定事項 

１ 開会 事務局 会議の開会を宣言 



２ あいさつ 大塚会長 会長のあいさつ 

３ 議事 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

出席委員８名、欠席委員２名であり、出席委

員が過半数を超えているため、会議が成立し

ています。 

 

議事進行を会長にお願いします。 

議事（１） 

松伏町一般廃

棄物処理基本

計画について

（報告） 

 

 

 

大塚会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

大塚会長 

 

横内委員 

 

 

 

事務局 

議事（１）松伏町一般廃棄物処理基本計画につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

 

松伏町一般廃棄物処理基本計画についてご説

明します。 

こちらは昨年度皆様にご審議いただいた計画

で、２月５日から３月４日まで行ったパブリ

ックコメントで意見が無かったため、３月末

に策定いたしました。 

 

質問、意見等はありますか。 

 

パブリックコメントで意見は無かったとのこ

とですが、前回の審議会から計画の内容は特

に変更はありませんでしたか。 

 

修正はございませんでした。 

 

議事（２） 

令和６年度松

伏町一般廃棄

物処理実施計

画について

（報告） 

大塚会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議事（２）令和６年度松伏町一般廃棄物処理

実施計画について事務局から説明をお願いし

ます。 

 

令和６年度松伏町一般廃棄物処理実施計画に

ついてご説明いたします。 

先ほどの処理基本計画が、長期的視点に立っ

た基本的な方針を示すものであるのに対し

て、実施計画は、各年度の事業内容について

定めるものです。実施計画は、毎年度４月１

日に告示し、町ホームページにも掲載してい

ます。 



 

 

 

 

 

大塚会長 

 

 

内容は、町のごみの分別の種類や収集量、収

集方法から、ごみや資源物の処分方法や処理

先、また、町の許可業者の一覧などを記載し

ております。 

 

質問、意見等はありますか。 

 

（質問なし） 

 

議事（３） 

令和５年度松

伏町一般廃棄

物処理の現状

と実績につい

て（報告） 

 

大塚会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事（３）令和５年度松伏町一般廃棄物処理

の現状と実績について、事務局から説明をお

願いします。 

 

令和５年度松伏町一般廃棄物処理の現状と実

績についてご説明いたします。 

別添資料４、A３の物が令和５年度のごみ処理

フローで、２枚目、３枚目がそれぞれ令和５

年度と令和６年度５月末現在のごみ収集実績

になります。 

ごみ処理フローには町のごみの総排出量と、

分別種類ごとの収集量・中間処理量・最終処

分量が記載されています。 

令和４年度と数値が大きく変わった箇所につ

いてご説明します。まず、カン及び不燃ごみ

の収集量ですが、約２割減少していますが、

これはごみ集積所での資源の持ち去りが多く

発生しているためではないかと考えられま

す。 

次にペットボトルの収集量ですが、令和５年

度にペットボトルの収集を７月、８月のみ月

２回の回収とした結果、８月の回収量が令和

４年度と比較して２割増加しました。このこ

とから、ペットボトルの収集回数を増加させ

たことがゴミ減量に関して一定の効果があっ

たものと考えられます。 

 



大塚会長 

 

今井委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今井委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

質問、意見等はありますか。 

 

燃えるごみの中に入れてはいけないもの、紙

とか、そういったものの混載率の数値は把握

されていますか。 

 

東埼玉資源環境組合、通称リユースにて、可

燃ごみの組成調査を行っています。コロナ禍

では中止しておりましたが、昨年度は２回実

施しております。 

可燃ごみに含まれる資源物などの割合は、ご

み処理基本計画の P３３のとおりとなっており

ます。ただし、令和５年度の数値については

９月に実施した１回のみの値となるため、草

木が 41％という数値になっております。 

この割合を少なくするため、町では枝草搬入

や資源回収の補助金の額を増額いたしまし

た。枝草の補助金については５円から２０円

と４倍に増額した結果、６月現在での枝草搬

入量は昨年度と比べて約５倍となっておりま

す。 

 

旧庄和町で環境センターの所長をやっていた

時、住民の皆さんにごみは混ぜないように PR

していました。夜、自治会を回って実際のご

みを見せながら啓発活動をしていた際に、そ

んなに混ざっているの、と感想をいただくこ

ともありました。参考までに。 

 

年度の頭に自治会連合会の集まりがありまし

て、各自治会の会長さんたちにごみ減量化

と、枝草などの補助金についてや、現在町が

抱えるごみ処理の課題と解決策をお知らせし

ました。 

また、築比地の自治会にはごみの分別の仕方

についての出前講座の依頼をいただき、同様



 

 

 

 

の説明を実施いたしました。現在は受け身で

はありますが、こちらから何か投げかけられ

るようにしていきたいと思います。 

 

議事（４） 

令和７年度に

向けた取り組

みについて 

 

大塚会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

大塚会長 

 

今井委員 

 

 

 

事務局 

 

 

大塚会長 

 

 

小島委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事（４）令和７年度に向けた取り組みについ

て、事務局より説明をお願いします。 

 

令和７年度に向けた取り組みについて、ご説明

いたします。 

（資料４ページ「指定袋（カン・ビン）制度の

見直しについて」を読み上げて説明） 

 

質問、意見等はありますか。 

 

指定袋廃止とのことですが、カンやビンにつ

いてはカゴで回収するということでしょう

か。 

 

カゴではなく、袋での回収になります。袋は

市販の透明な袋を使っていただく想定です。 

 

実際に現場で収集される方の意見をお伺いし

たいのですがどうでしょうか。 

 

現状と大差ないので影響はないと思います。 

指定袋のサイズが 1つしかないので、ビン１

本で１袋使う方もいれば、Aコースや Eコース

は地域柄、指定袋いっぱいに貯めてから出す

方も多いです。家の敷地が広かったり、ステ

ーションまでの距離が遠かったりするので。

これが、市販の袋になればサイズが自由にな

るので、無駄な可燃ごみを減らせると考えら

れます。また、袋がいっぱいになるまでため

込むのを防げれば、１回の収集量の均一化も

図れると思います。 

 



中山副会長 

 

 

 

 

大塚会長 

 

 

小島委員 

 

 

大塚会長 

 

 

事務局 

 

 

 

大塚会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山副会長 

 

 

河田委員 

 

住民のカン・ビンの分別は徹底できている印

象があります。 

見直しの理由を考えれば、メリットしかない

かなと思います。 

 

収集業者さんとしてはこの変更はよかった方

向なんでしょうか。 

 

透明な袋で出てくるのであればそう思いま

す。 

 

スーパーの袋、白い袋で出てきてしまう懸念

がありますが。 

 

今、レジ袋の有料化でエコバッグが浸透して

きてもいますので、透明な袋で出すようにと

周知していきたいです。 

 

指定袋制度が導入されたのはどのくらい前に

なりますか。 

 

３０年以上前になるかと思います。 

分別の徹底のため、３種類の指定袋を導入い

たしました。カン・ビンについては分別の啓

発に十分その役割を果たしたものと考えてお

ります。 

なお、不燃ごみの指定袋については、この袋

に入るかどうかで粗大ごみとの区別をしてい

る面もありますので、今のところ廃止という

考えはありません。 

 

町民の方で、実際にごみを出す方の意見を聞

きたいと思います。 

 

私はずっと指定袋で出してきたところはあり

ますが、今、お話しを聞いている中では、指



 

 

 

 

 

 

大塚会長 

 

中山副会長 

 

 

 

 

河田委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

横内委員 

 

 

 

前田委員 

 

 

 

事務局 

 

 

横内委員 

 

 

定袋が可燃ごみになるという点を考えれば、

環境面からもいい取り組みだと思います。 

デメリットの側、回収・分別をされる業者さ

んの負担が委託料に跳ね返ってくるのではと

いう懸念があると思います。 

 

負担はどうですか。 

 

もちろん分別不良のごみが増えることは考え

られますが、令和８年までの間、町の方で町

民に対してきちんと PRしてもらえれば問題な

いと思います。 

 

デメリットの指定袋売捌手数料の減額です

が、この点についてお伺いしたいです。 

 

これは今、１枚１０円で販売しているもので

すが、袋を１枚作るのに２０円以上かかるこ

とと、指定袋の取扱店に対して支払う報奨金

を考えると、デメリットではあるものの廃止

するメリットの方が大きい状況です。 

 

ビン・カンの分別意識はあるからそんなに大

きな混乱はないと思います。あとは何に入れ

るかという問題かなと、できると思います。 

 

市販の袋には透明で破けやすい物も多いと思

います。これがおススメですよ、とか見本品

の提示とかがあるといいと思います。 

 

全戸に理解されるように周知したいと思いま

す。 

 

表現の話ですが、指定袋廃止という書き方

が、指定袋で出してはいけないのかな、と勘

違いされる可能性が有りますので、検討いた



 

 

事務局 

 

 

 

大塚会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

大塚会長 

 

だければ。 

 

今までの指定袋でも出すことが可能だと、町

民の皆様に理解していただけるような表現を

検討していきたいと思います。 

 

今年も町民まつりを実施されるかと思います

が、そういったイベントでブースを出すなど

して周知するのは必要かなと思います。 

 

町民まつりや文化祭などいろいろなイベント

がありますのでその際に周知ができれば。あ

とは、学校などで子供たちに教えていければ

と考えています。 

 

大きな転換点だと思うので、教育委員会とも

協力して、ごみの教育を子供たちにしていけ

ればと思います。 

 

議事（５） 

その他 

 

 

 

大塚会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事（５）その他について、事務局から説明を

お願いします。 

 

その他についてご説明いたします。 

まず、東埼玉資源環境組合の分担金について

情報提供いたします。 

令和６年度は５市１町でごみ処理に５０億円

かかります。平等割と搬入割で割った松伏町

の負担額が２億８７４９万５千円になりま

す。昨年度は１億８４９２万９千円でした。 

約１億円の増となっていますが、これはごみ

処理工場が老朽化しているため、その更新に

係る費用になります。 

さらに来年度はここにプラス１億円の分担金

が発生すると想定されます。 

松伏町の財政状況を考慮すると１億円の増と

いうのは負担が大きいので、燃えるごみに含



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大塚会長 

 

河田委員 

 

 

事務局 

 

大塚会長 

 

事務局 

 

 

まれる資源ごみを少しでも減らし、搬入割を

減らしていくことが求められるということを

お伝えさせていただきました。 

 

次に、ごみ減量の取り組みとして、株式会社

ジモティーと株式会社マーケットエンタープ

ライズと連携協定を結ぶ予定となっているの

でお知らせします。 

内容としては、住民の方が不要となった粗大

ごみなどをそれが必要な個人や、買取店とを

結びつけるインターネットサイトの存在を町

民に対して周知するものです。 

まだ使える家具などを粗大ごみにするのでは

なく、リユースすることで、ごみの減量化が

図れると考えております。 

 

その他質問、意見等はありますか。 

 

別添資料の紙面右上に別添何番、と記載した

ほうがわかりやすいと思いました。 

 

ご指摘ありがとうございます。 

 

最後に事務局から連絡事項等はありますか。 

 

今後の審議会のスケジュールについてご連絡

いたします。今年度は全５回を想定しており

ます。内容は、本日ご審議いただいた指定袋

の件の他に、ペットボトルやプラスチックの

収集などの、令和７年度に向けた取り組みに

ついて、引き続きご審議いただきたいと考え

ております。 

なお、次回の会議につきましては、８月８日

木曜日１５時からを予定しております。 
 

４ 閉会 事務局 会議の閉会を宣言 

 


